
選挙違反を犯した場合には、犯罪として裁かれるだけでなく、連座制によ
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買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。

り、利益誘導を促した場合も処罰されます。

どで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘し
たりして投票に干渉したり、または投票内容を知ろうとするこ
となども処罰されます。

あなた、それは実際の選挙
だったら買収罪といって立派
な選挙違反よ！買収罪は応じ
た方も罰せられるの。生徒会
の選挙とはいえそういうこと
はしてはいけないわ！

学校で「どうしても
生徒会の役員になりたいから
私に１票いれて！
ケーキおごるから！」
って言われちゃった☆

選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには
罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。
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連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の
選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者自身はその選挙違反にかかわっていなくて
も、その責任を問う制度です。

52 53
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選挙の手続や当選人の決定等に対して不服がある場合、異議を訴えるた

15

※ここでいう「市区町村」の「区」は東京23区を指します。

※提訴は、いずれの場合も都道府県選挙管理委員会を被告として、その所在地を管轄する高等裁判所で行います（参議院合同選挙区選
　挙については参議院合同選挙区選挙管理委員会が被告）。ただし、衆議院・参議院の比例代表選挙については、被告は中央選挙管理
　会となり、東京高等裁判所への提訴となります。
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政治家（候補者、立候補予定者、現に公職にある者）と私たち有権者との

政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの
時候のあいさつ（電報も含む）を出すのは、「答礼のた
めの自筆によるもの」以外は禁止されています。ま
た、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつす
る目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料
広告（いわゆる名刺広告など）を出すと処罰されま
す。このような広告を出すように求めることも禁止さ
れています。
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憲法改正国民投票の仕組み

　日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の３分の２以上の賛成を経た
後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。この憲法改正のための国民投
票の具体的な手続を定めたものが「日本国憲法の改正手続に関する法律」です。

（1）日本国憲法の改正手続に関する法律

　満18歳以上の日本国民が投票権を有します。

（2）国民投票の投票権

（3）国民投票の流れ

憲法改正の発議後60日から180日以内
※具体的な期日は，国会にて議決されます。

国民に憲法改正案の提
案がされる。
※内容において関連する事項
　ごとに区分して発議されま
　す。

先議の議院
原案の提出を受け、憲法審査会で
の審査・本会議における可決を経
て、後議の議院へ送付します。

後議の議院
憲法審査会での審査を経て、本
会議にて可決。

憲法改正の発議

国民投票期日の決定

衆議院議員100名以上の賛成
参議院議員   50名以上の賛成

本会議での可決
衆議院および参議院本
会議にて総議員の3分
の2以上の賛成で可決。

憲法審査会※での審査
両議院憲法審査会の合
同審査も可能です。
※憲法改正原案等を審査す
　る常設機関

憲法改正原案の発議

衆参両議院にて憲法改正原案 可決

※賛成投票数と
反対投票数の
合計数

広報周知国民投票運動
広報周知

国民投票運動

国民投票の効果
憲法改正が国民に承認されるのは賛成投票の数が投票総数※の

2 分の1を超えた場合

投　票

内閣総理大臣は，
直ちに憲法改正の公布のための手続をとります。

憲法改正の公布の手続

投票結果は、官報で告示されます。

投票国会

開票

　憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をするよう、
またはしないよう勧誘することを「国民投票運動」といい
ます。国民投票においては、投票が公正に行われるための
必要最小限の規制が定められています。また、国民投票運
動は、表現の自由等と密接に関連するため、国民投票運動
に関する規制や罰則の適用は、これらの自由を不当に侵害
することがないよう留意することとされています。

国民投票広報協議会の設置
各議院の議員から委員を10人ずつ選任
　憲法改正案の内容や賛成意見および反対意見などを掲
載した国民投票公報の原稿や、投票記載所に掲示する憲
法改正案要旨を作成するほか、テレビやラジオ，新聞な
どで憲法改正案等の広報を行います。

総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市区町村の選
挙管理委員会
　国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民
投票の手続に関して必要な事項を国民に周知します。

投票方法
　投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。投票用紙に記載された
賛成または反対の文字を○の記号で囲み、投票所の投票箱に投函します。
　また、投票に当たっては、期日前投票（投票期日前14日に当たる日から）
や不在者投票、在外投票などが認められています。
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■参議院議員通常選挙・年代別投票率の推移（選挙区）■衆議院議員総選挙・年代別投票率の推移（中選挙区・小選挙区）

資料 資料

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに142～188投票区を抽出し、集計したものです。
※衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の争点は新聞等のマスコミ報道によるものです。

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに147～188投票区を抽出し、集計したものです。
※18・19歳の投票率は、全数調査による数値です。
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■参議院議員通常選挙・年代別投票率の推移（選挙区）■衆議院議員総選挙・年代別投票率の推移（中選挙区・小選挙区）

資料 資料

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに142～188投票区を抽出し、集計したものです。
※衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の争点は新聞等のマスコミ報道によるものです。

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに147～188投票区を抽出し、集計したものです。
※18・19歳の投票率は、全数調査による数値です。
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資料 資料

１ 「第48回衆議院議員総選挙全国意識調査‐調査結果の概要‐」より

①「平成29年10月の衆院選について、あなたはどれくらい関心がありましたか」

２ 「第24回参議院選挙における新有権者等若年層の意識調査」より

①「あなたは、７月10 日（日）に行われた参議院選挙で、投票に行きましたか（期日前投票、不在者投票を含む）」

②現在住んでいる市区町村に選挙権が
 「ある」人と「ない」人との投票行動

③親と投票所に行った経験の「ある」人と
 「ない」人の投票行動

④「あなたは小選挙区選挙で、政党の方を重くみて投票しましたか、それとも候補者個人を重くみて投票しましたか」

②「あなたはふだん、国や地方の政治についてどの程度関心を持っていますか」

③年代別棄権理由
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25.4

仕事があったから
重要な用事（仕事を除く）があったから
体調がすぐれなかったから
投票所が遠かったから
今住んでいる所に選挙権がないから
選挙にあまり関心がなかったから
解散の理由に納得がいかなかったから
政党の政策や候補者の人物像など違いがよくわからなかったから
適当な候補者も政党もなかったから
支持する政党の候補者がいなかったから
私一人が投票してもしなくても同じだから
自分のように政治のことがわからない者は投票しない方がいいと思ったから
選挙によって政治はよくならないと思ったから
マスコミの事前予測を見て、投票に行く気がなくなったから
天候が悪かったから
その他
わからない

18～20歳代
①　33.3

8.0
4.0
6.7
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②　32.0
1.3

③　20.0
18.7
5.3
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30～40歳代
①　33.7
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①　33.7
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③　33.2
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8.3
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50～60歳代
19.1
13.0
15.7
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0.0

②　23.5
③　21.7
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①　29.6
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70歳以上
1.4
7.2

①　52.2
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公益財団法人 明るい選挙推進協会

公益財団法人 明るい選挙推進協会

●　「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公

明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。そして、こ

れを進めるための行政と民間が一体となった運動を「明るい選挙推進運動」といいます。

　　明るい選挙推進運動は、①選挙違反のないきれいな選挙を行うこと、②有権者がこぞって投

票に参加すること、③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、政

党の政策などを見る眼を養うこと（政治意識の向上）を目的とした運動です。

●　明るい選挙推進運動の発端は戦後の選挙違反の増大でした。その数は減ってきていますが、

皆無になったわけではありませんし、政治家の寄附禁止に関する事件は今日でも後を絶たな

い状況です。

　　一方、近年は投票率の低下が大きく、運動の重点はこちらに移ってきています。特に、若

い世代の投票率の低さには憂うべきものがあります。若い世代に政治や選挙に対して関心を

もってもらうこと、投票率を向上させることは焦眉の課題です。

●　平成23年には、50年以上続いてきたこの運動の現状と課題を明らかにし、時代に即した

常時啓発事業のあり方を研究・検討するために「常時啓発事業のあり方等研究会」が総務省

に設置されました。その最終報告書では、「今や社会的知識の欠如や政治的無関心では通用

しない社会になっている。政治を決めるのは最終的には有権者の資質である。数多くの課題

に対処し、適切な選択を行うためには、高い資質を持った主権者、すなわち、国や社会の問

題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく新しい主権者像が求められ

ている」とし、「これからの運動は、あらゆる世代において自立した主権者をつくることを目指し、

新たなステージ「主権者教育」に向かわなければならない」と提言しています。

　　この提言を受け、全国各地で、約8万人の明るい選挙推進協議会の委員や推進員の方々が、

様々な活動に取り組んでいます。

明るい選挙推進運動について

平成3１年１月改訂版

くらしの中の選挙
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